
別紙様式第 22 号 

申請日 2026 年 6 月 29 日 

 
一般社団法人 資産運用業協会 

菱田 賀夫 殿 

 
 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 
代表取締役社長   佐藤 孝明  

 
 

正会員の財務状況等に関する届出書 
 
 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する

規則第９条第１項第17号の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 
 

１【委託会社等の概況】 

（１）資本金の額 

2026年4月末日現在の資本金の額         11億円 

会社が発行する株式の総数              2,294,100株 

発行済株式総数                        1,082,500株 

過去5年間における資本金の額の増減     該当事項はありません。 

 

（２）会社の機構 

①経営体制 

10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主

の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行

い、累積投票によらないものとします。 

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。 

取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名

を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。 

取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらか

じめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前まで

にこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役およ

び監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。 

取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決

議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。 

②投資信託運用の意思決定と運用の流れ 

ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定 

投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定

され、各運用部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。 



ｂ．運用の実行 

月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、

売買が執行されます。 

ｃ．運用のチェック等 

・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員

会にて報告・審議が行われます。 

・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守

のチェック等を実施し、その結果をコンプライアンス委員会および取締役会に報告を行ってい

ます。 

会社の機構は2026年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

２【事業の内容及び営業の概況】 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）

を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っ

ています。 

委託会社の運用する証券投資信託は2026年4月末日現在、221本であり、その純資産総額の合計は

766,292百万円です（ただし、親投資信託を除きます。）。 

種類 本数 純資産総額 

追加型株式投資信託 98本 356,561百万円 

単位型株式投資信託 77本 286,361百万円 

単位型公社債投資信託 46本 123,369百万円 

合計 221本 766,292百万円 

   

 

３【委託会社等の経理状況】 

 

1.  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８

月６日内閣府令第52号）により作成しております。 

 

2.  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第46期事業年度（2025年４月１日から

2026年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 

 

  



独立監査人の監査報告書 
 

２０２６年６月４日

 

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

取締役会  御中 

 

EY新日本有限責任監査法人 

東   京   事   務   所 

 

指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 福村  寛 

   

指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 小林  弘幸 

 

 

監査意見 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２５年４月１日から２０２６年

３月３１日までの第４６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。 

 

その他の記載内容 

 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報

告書以外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業

も実施していない。 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。 



 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す

る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す

ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され

る。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討

する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に

おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。 

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基

礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため

の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい

る場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以   上

 

 

(注)  上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

 

 
  



 

（１）【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（2025年３月31日現在） 

当事業年度 

（2026年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

（資産の部）      

Ⅰ流動資産      

１．現金・預金   5,454,528  5,584,526 

２．前払費用   69,182  97,167 

３．未収委託者報酬   756,629  592,108 

４．未収運用受託報酬   489,494  583,837 

５．その他   28,812  26,416 

流動資産計   6,798,648  6,884,056 

Ⅱ固定資産      

１．有形固定資産   100,183  132,005 

（１）建物 ※１ 53,959  49,166  

（２）器具備品 ※１ 46,174  82,794  

（３）その他 ※１ 50  44  

２．無形固定資産   51,975  45,726 

（１）電話加入権  2,862  2,862  

（２）ソフトウェア  40,444  25,663  

（３）ソフトウェア仮勘定  8,668  17,200  

３．投資その他の資産   412,303  405,410 

（１）投資有価証券  41,389  32,446  

（２）長期差入保証金  89,090  87,326  

（３）繰延税金資産  237,131  226,927  

（４）長期前払費用  44,692  58,710  

固定資産計   564,462  583,141 

資産合計   7,363,110  7,467,198 

  



  
前事業年度 

（2025年３月31日現在） 

当事業年度 

（2026年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

（負債の部）      

Ⅰ流動負債      

１．預り金   1,562  7,910 

２．未払金   301,446  255,664 

（１）未払収益分配金  2,752  3,292  

（２）未払償還金  2  －  

（３）未払手数料  238,844  202,839  

（４）その他未払金  59,847  49,531  

３．未払費用   409,819  393,359 

４．未払法人税等   99,440  71,245 

５．未払消費税等   64,603  36,914 

６．賞与引当金   262,025  267,660 

７．役員賞与引当金   9,000  5,000 

流動負債計   1,147,897  1,037,753 

Ⅱ固定負債      

１．退職給付引当金   470,763  436,450 

２．役員退職慰労引当金   12,325  3,400 

固定負債計   483,088  439,850 

負債合計   1,630,985  1,477,603 

（純資産の部）     

Ⅰ株主資本     

１．資本金  1,100,000  1,100,000 

２．資本剰余金  277,667  277,667 

（１）資本準備金  277,667  277,667  

３．利益剰余金   4,353,829  4,611,756 

（１）利益準備金  175,000  175,000  

（２）その他利益剰余金      

別途積立金  3,137,790  3,137,790  

繰越利益剰余金  1,041,039  1,298,966  

株主資本計  5,731,497  5,989,424 

Ⅱ評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価 

差額金 
 627  170 

評価・換算差額等計  627  170 

純資産合計  5,732,125  5,989,594 

負債・純資産合計  7,363,110  7,467,198 

 

  



（２）【損益計算書】 

 
 
 

前事業年度 

(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

当事業年度 

(自 2025年４月１日 

 至 2026年３月31日) 

区分 
注記 

番号 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅰ営業収益      

１．委託者報酬   3,919,250  3,330,170 

２．運用受託報酬   1,854,086  2,401,081 

３．投資助言報酬   10,000  10,000 

４．その他営業収益   30,931  17,660 

営業収益計   5,814,269  5,758,913 

Ⅱ営業費用      

１．支払手数料   1,379,158  1,200,807 

２．広告宣伝費   1,056  3,122 

３．調査費   1,581,027  1,541,300 

（１）調査費  80,482  98,647  

（２）委託調査費  997,135  898,624  

（３）情報機器関連費  502,485  543,104  

（４）図書費  923  923  

４．委託計算費   201,819  188,951 

５．営業雑経費   89,830  81,557 

（１）通信費  7,532  8,534  

（２）印刷費  71,381  61,375  

（３）協会費  5,768  6,365  

（４）諸会費  5,147  5,280  

営業費用計   3,252,891  3,015,739 

Ⅲ一般管理費      

１．給料   1,315,383  1,306,659 

（１）役員報酬  52,212  40,306  

（２）給料・手当  1,176,113  1,172,342  

（３）賞与  87,058  94,011  

２．法定福利費   224,762  221,430 

３．退職金   2,718  5,559 

４．福利厚生費   4,986  5,012 

５．交際費   470  759 

６．旅費交通費   8,207  10,702 

７．事務委託費   101,257  136,787 

８．租税公課   74,403  71,739 

９．不動産賃借料   165,478  165,478 

10．退職給付費用   58,910  54,163 

11．役員退職慰労引当金繰入   2,700  1,575 

12．賞与引当金繰入   262,025  267,660 

13．役員賞与引当金繰入   9,000  5,000 

14．固定資産減価償却費   44,996  62,225 

15．諸経費   51,609  58,098 

一般管理費計   2,326,910  2,372,851 

営業利益   234,466  370,322 

  



 前事業年度 

(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

当事業年度 

(自 2025年４月１日 

 至 2026年３月31日) 

区分 
注記 

番号 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

内訳 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅳ営業外収益      

１．受取配当金   983  981 

２．受取利息   1,712  7,164 

３．助成金収入   500  － 

４．時効成立分配金・償還金   856  766 

５．雑収入   539  2,027 

営業外収益計   4,591  10,940 

Ⅴ営業外費用      

１．為替差損   1,886  7,613 

２．損失補填金   478  － 

３. 雑損失   2  171 

営業外費用計   2,367  7,784 

経常利益   236,690  373,478 

Ⅵ特別利益      

１．投資有価証券売却益   25,145  1,362 

特別利益計   25,145  1,362 

Ⅶ特別損失      

１．投資有価証券評価損   2,332  － 

２．投資有価証券売却損   132  1,071 

特別損失計   2,465  1,071 

税引前当期純利益   259,370  373,769 

法人税、住民税及び事業税   97,144  105,439 

法人税等調整額   △30,997  10,403 

当期純利益   193,223  257,926 

 

  



（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

(単位：千円) 

 

株      主      資      本 

資本金 

資 本 剰 余 金 利  益  剰  余  金 

株主資本 

合計 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 847,816 4,160,606 5,538,274 

当期変動額           

 当期純利益      193,223 193,223 193,223 

株主資本 

以外の項目の 

当期変動額 

(純額) 

          

当期変動額合計 － － － － － 193,223 193,223 193,223 

当期末残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 1,041,039 4,353,829 5,731,497 

 

 

評価・換算差額等 

純資産 

合 計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 11,234 11,234 5,549,509 

当期変動額       

 当期純利益     193,223 

 株主資本 

以外の項目の 

当期変動額 

(純額) 

△ 10,607 △ 10,607 △ 10,607 

当期変動額合計 △ 10,607 △ 10,607 182,616 

当期末残高 627 627 5,732,125 

 

  



当事業年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) 

(単位：千円) 

 

株      主      資      本 

資本金 

資 本 剰 余 金 利  益  剰  余  金 

株主資本 

合計 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 1,041,039 4,353,829 5,731,497 

当期変動額         

 当期純利益      257,926 257,926 257,926 

株主資本 

以外の項目の 

当期変動額 

(純額) 

        

当期変動額合計 － － － － － 257,926 257,926 257,926 

当期末残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 1,298,966 4,611,756 5,989,424 

 

 

評価・換算差額等 

純資産 

合 計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 627 627 5,732,125 

当期変動額    

 当期純利益   257,926 

 株主資本 

以外の項目の 

当期変動額 

(純額) 

△ 457 △ 457 △ 457 

当期変動額合計 △ 457 △ 457 257,469 

当期末残高 170 170 5,989,594 

 

  



注記事項 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ております。） 

 

市場価格のない株式等 

移動平均法に基づく原価法を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

 

建物          ３～50年 

器具備品      ２～15年 

その他            ８年 

 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

３．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 

従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

（２）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。 

 

（３）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支

給額を計上しております。 

 

（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

（１）委託者報酬 

委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているた

め、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。 

委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス

目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した

時点で収益として認識しております。 

 

（２）運用受託報酬 

運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているた

め、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。 

運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマーク

またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功

報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 

 

（３）投資助言報酬 

投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期

間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。 

  



（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委

員会） 等 

 

（１）概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた

検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全

ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS

第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表さ

れました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る

減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

（２）適用予定日 

2028年３月期の期首から適用します。 

 

（３）当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響については、現時点で評価中です。 

 

 

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第 41 号 2026 年１月９日 企業会計基準委員会） 

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 35 号 2026 年１月９日 企業会計基準委

員会） 

 

（１）概要 

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取扱う包括的な会計基準を設定す

ることを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第１号

「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員

会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸

表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであり

ます。 

 

（２）適用予定日 

2028年３月期の期首から適用します。 

 

  



（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（2025年３月31日） 

当事業年度 

（2026年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

建物                  88,203千円 

器具備品             145,733千円 

その他                   846千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

建物                  93,794千円 

器具備品             173,640千円 

その他                   852千円 

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 1,082 － － 1,082 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 1,082 － － 1,082 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

2026年6月19日開催の第46期定時株主総会において、次のとおり決議する予定です。 

1）配当金の総額              2,500,575円 

2）配当の原資                 利益剰余金 

3）1株当たり配当額                2.31円 

4）基準日                  2026年3月31日 

5）効力発生日              2026年6月22日 

  



（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場

合には、投機的な取引は行いません。 

また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理

が行われている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微です。 

投資有価証券は、主に非上場株式及び投資信託です。非上場株式は業務上の関係維持を目的として保有しており、

定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設定する投資信託を商品性の維持等を

目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクに晒されております。 

未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によっ

て、財務リスク（資金繰りリスク、信用リスク、価格変動リスク）の管理方法を定めております。財務リスクの

状況は、月次で開催されるリスク管理委員会にてモニタリングが行われます。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

前事業年度（2025年３月31日） 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等は、次表に含め

ておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、未収運

用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、

注記を省略しております。 

 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券 

その他有価証券 

 

11,189 

 

11,189 

 

－ 

資産計 11,189 11,189 － 

 

（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表の「その他有価証券」には含め

ておりません。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第19号 2020年３月31日）第５項に従い、３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する

事項で開示している表中には含めておりません。 

 

（単位：千円） 

区分 貸借対照表計上額 

非上場株式 30,200 

合計 30,200 

 

（注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 

現金・預金 5,454,528 － － 

未収委託者報酬 756,629 － － 

未収運用受託報酬 489,494 － － 

投資有価証券    

その他有価証券のうち 

満期があるもの(その他) 
9,994 1,194 － 

合計 6,710,647 1,194 － 

 

  



当事業年度（2026年３月31日） 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等は、次表に含め

ておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、未収運

用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、

注記を省略しております。 

 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券 

その他有価証券 

 

2,246 

 

2,246 

 

－ 

資産計 2,246 2,246 － 

 

（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表の「その他有価証券」には含め

ておりません。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第19号 2020年３月31日）第５項に従い、３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する

事項で開示している表中には含めておりません。 

 

（単位：千円） 

区分 貸借対照表計上額 

非上場株式 30,200 

合計 30,200 

 

（注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 

現金・預金 5,584,526 － － 

未収委託者報酬 592,108 － － 

未収運用受託報酬 583,837 － － 

投資有価証券    

その他有価証券のうち 

満期があるもの(その他) 
－ 1,346 900 

合計 6,760,472 1,346 900 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類

しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の 

算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に 

係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

  



前事業年度（2025年３月31日） 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：千円） 

 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

その他有価証券 － 11,189 － 11,189 

資産計 － 11,189 － 11,189 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

投資有価証券 

市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しており

ます。 

 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（2026年３月31日） 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：千円） 

 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

その他有価証券 － 2,246 － 2,246 

資産計 － 2,246 － 2,246 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

投資有価証券 

市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しており

ます。 

 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

該当事項はありません。 

 

  



（有価証券関係） 

前事業年度（2025年３月31日） 

１．その他有価証券 

その他有価証券の当事業年度の売却額は52,645千円であり、売却益の合計額は25,145千円、売却損の合計額は

132千円です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりです。 

 

（単位：千円） 

 種類（*） 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

（１）その他 5,560 4,442 1,117 

小計 5,560 4,442 1,117 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

（１）その他 5,628 5,841 △213 

小計 5,628 5,841 △213 

合計 11,189 10,284 904 

（*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。 

 

２．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、投資有価証券について2,332千円（その他有価証券の投資信託2,332千円）減損処理を

行っております。 

 

当事業年度（2026年３月31日） 

１．その他有価証券 

その他有価証券の当事業年度の売却額は16,156千円であり、売却益の合計額は1,362千円、売却損の合計額は

1,071千円です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額

については、次のとおりです。 

 

（単位：千円） 

 種類（*） 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

（１）その他 1,346 997 348 

小計 1,346 997 348 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

（１）その他 900 1,000 △100 

小計 900 1,000 △100 

合計 2,246 1,997 248 

（*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。 

 

２．減損処理を行った有価証券 

該当事項はありません。 

 

  



（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：千円） 

 

前事業年度 

(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

当事業年度 

(自 2025年４月１日 

 至 2026年３月31日) 

１．委託者報酬 

２．運用受託報酬 

３．投資助言報酬 

４．その他営業収益 

3,919,250 

1,854,086 

10,000 

30,931 

3,330,170 

2,401,081 

10,000 

17,660 

合計 5,814,269 5,758,913 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針 ４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出

年金制度を設けております。 

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．確定給付制度 

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

退職給付引当金の期首残高                   458,579千円 

 退職給付費用                              40,956千円 

 退職給付の支払額                        △28,772千円 

退職給付引当金の期末残高                   470,763千円 

 

（２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

退職一時金制度の退職給付債務               470,763千円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額     470,763千円 

 

退職給付引当金                             470,763千円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額     470,763千円 

 

（３）退職給付費用 

簡便法で計算した退職給付費用                47,420千円 

（注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。 

 

３．確定拠出制度 

確定拠出制度への要拠出額                     11,489千円 

 

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出

年金制度を設けております。 

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．確定給付制度 

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 



退職給付引当金の期首残高                   470,763千円 

 退職給付費用                              36,869千円 

 退職給付の支払額                        △71,182千円 

退職給付引当金の期末残高                   436,450千円 

 

（２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

退職一時金制度の退職給付債務               436,450千円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額     436,450千円 

 

退職給付引当金                             436,450千円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額     436,450千円 

 

（３）退職給付費用 

簡便法で計算した退職給付費用                45,786千円 

（注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。 

 

３．確定拠出制度 

確定拠出制度への要拠出額                      8,377千円 

 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（2025年３月31日） 

当事業年度 

（2026年３月31日） 

 （単位：千円） （単位：千円） 

（繰延税金資産）  

 税務上の繰越欠損金（注１） 3,226  － 

 賞与引当金  80,232  84,366 

 未払社会保険料  13,143  13,495 

 未払事業税  6,751  6,593 

 退職給付引当金  151,874  138,640 

 連結納税加入に伴う有価証券時価評価益  15,504  15,504 

 その他  25,431  26,897 

 小計  296,163  285,496 

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △249  － 

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △58,505  △58,491 

 評価性引当額小計 △58,754  △58,491 

繰延税金資産計  237,408  227,005 

     

（繰延税金負債）     

 その他有価証券評価差額金 277  78 

繰延税金負債計  277  78 

繰延税金資産の純額  237,131  226,927 

 

（注１）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

  



前事業年度（2025年３月31日） 

（単位：千円） 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 合計 

税務上の繰越欠損金（*） － － 3,226 3,226 

評価性引当額 － － △249 △249 

繰延税金資産 － － 2,977 2,977 

（*）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。 

（*）税務上の繰越欠損金3,226千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について、繰延税金資産2,977千円を計上

しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込等により回収可

能と判断し評価性引当額を認識しておりません。 

 

当事業年度（2026年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

 前事業年度（2025年３月31日）   当事業年度（2026年３月31日）  

 法定実効税率 30.6 %  法定実効税率 － % 

 (調整)     (調整)   

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 %  交際費等永久に損金に算入されない項目 － % 

 住民税均等割 1.0 %  住民税均等割 － % 

 評価性引当額の増減 △5.7 %  評価性引当額の増減 － % 

 所得税額控除 0.2 %  所得税額控除 － % 

 その他 △1.5 %  その他 － % 

 税効果会計適用後の法人税率の負担率 25.5 %  税効果会計適用後の法人税率の負担率 － % 

 

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100 分

の５以下であるため注記を省略しております。 

 

 

３．グループ通算制度の適用 

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開

示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又

はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。 

 

  



（セグメント情報等） 

１．セグメント情報 

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

２．関連情報 

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品

及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

 

（２）地域ごとの情報 

① 営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業

収益の記載を省略しております。 

 

② 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごと

の有形固定資産の記載を省略しております。 

 

（３）主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先は次のとおりです。 

  

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 

大同生命保険株式会社 946,430 

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品

及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

 

（２）地域ごとの情報 

① 営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業

収益の記載を省略しております。 

 

② 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごと

の有形固定資産の記載を省略しております。 

 

（３）主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先は次のとおりです。 

 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 

大同生命保険株式会社 1,064,555 

 

  



（関連当事者との取引） 

１．関連当事者との取引 

（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

(億円) 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

親会社 

㈱T&D 

ホール 

ディングス 

東京都 

中央区 
2,071 

持株 

会社 

(被所有) 

直接 100 
経営管理 

グループ通算 

制度に伴う 

支払予定額 

（*） 

1,018 未払金 1,018 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

（*）グループ通算制度による法人税額のうち当社の通算税効果額であり、親会社への支払予定額です。 

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

(億円) 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

親会社 

㈱T&D 

ホール 

ディングス 

東京都 

中央区 
2,071 

持株 

会社 

(被所有) 

直接 100 
経営管理 

グループ通算 

制度に伴う 

支払予定額 

（*） 

675 未払金 675 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

（*）グループ通算制度による法人税額のうち当社の通算税効果額であり、親会社への支払予定額です。 

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

(億円) 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等 

の所有 

（被所有） 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末 

残高 

(千円) 

親会社の 

子会社 

大同生命 

保険㈱ 

大阪市 

西区 
1,100 

生命 

保険業 
－ 

投資一任 

契約の 

締結 

投資一任 

契約（*） 
902,619 

未収 

運用受 

託報酬 

284,245 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

（*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定してお

ります。 

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 

種類 

会社等の 

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

(億円) 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等 

の所有 

（被所有） 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末 

残高 

(千円) 

親会社の 

子会社 

大同生命 

保険㈱ 

大阪市 

西区 
1,100 

生命 

保険業 
－ 

投資一任 

契約の 

締結 

投資一任 

契約（*） 
1,063,480 

未収 

運用受 

託報酬 

293,716 

親会社の 

子会社 

太陽生命 

保険㈱ 

東京都 

中央区 
 625 

生命 

保険業 
－ 

投資一任 

契約の 

締結 

投資一任 

契約(*) 
340,092 

未収 

運用受 

託報酬 

137,450 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 



（*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定してお

ります。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 

株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場） 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

当事業年度 

(自 2025年４月１日 

 至 2026年３月31日) 

１株当たり純資産額 5,295.26円 １株当たり純資産額 5,533.11円 

１株当たり当期純利益 178.49円 １株当たり当期純利益 238.26円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

当期純利益（千円） 193,223 当期純利益（千円） 257,926 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 193,223 普通株式に係る当期純利益（千円） 257,926 

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,082 普通株式の期中平均株式数（千株） 1,082 

  

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

公 開 日 2026年6月29日 
作 成 基 準 日 2026年6月4日 

     
本 店 所 在 地 東京都港区芝五丁目36番7号 
お問い合わせ先 経営企画部 

 

 


